
日高村低所得世帯支援臨時特別給付金【3万円/世帯】対象診断チャート

基準日（R6.12.13）時点で、
日高村に住民登録が有る。

世帯に属する
世帯員全員が

令和6年度住民税が
非課税である。（注1）

世帯員全員が令和6年度住民
税が課税されている者の扶養
親族ではない。（注2）

対象外 対象世帯であると思われます。
日高村より支給に係る文書を送付します。

はい

いいえ

基準日時点で日高村に住民
登録の無い世帯は基準日時
点で住民登録の有る自治体
へお問合せください。

注１）
住民税が非課税であるかどうかの確認については、
住民課へご来庁いただきご確認をお願いします。

注２）
扶養親族については、税法上の扶養親族
を指し、健康保険等における扶養の有無
ではございません。
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事例③（別世帯の課税者が両親両方を扶養している場合）

子
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世帯A 判定

世帯員全員が課税者の扶養親族
となっている為、給付対象にな
りません。

支給対象世帯判定事例
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事例①（父・母・子同一世帯）
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事例②（父・母・子同一世帯）

世帯員の中に住民税課税者が
いる為、給付対象になりません。

世帯員全員の住民税が非課税
の為、給付対象になります。

扶養

扶養

判定 判定
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事例④（別世帯の課税者が片方のみ扶養している場合）

子
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世帯A 判定

世帯員全員が課税者の扶養親族
となっていない為、給付対象に
なります。

扶養


